
宝酒・

ヤ
マ

十
四
年
御
歩
に
任
じ
、
後
前
川
青
山
徳
御
郎
同
出
附

・
御

歩
杭
円
に
料
じ
、
円ザ
保
九
年
新
知
入
十
石
御
削
工
科

小
聞
と
な
h
，、
元
文
T
h

」
年
民
地
御
前
附
御
用
人
前
山
に

地
み
、
組
外
に
列
し
、
資
問
十
二
年
凶
月
九
十
一
併

を
以
て
制
限
。
子
孫
滞
に
航
製
す
る
。

ヤ
マ
ギ
シ
コ
ウ
山
岸
弘

逝
耕
地
サ
降
、
出
洲
と

脱
し
た
。
家
附
々
加
到
滞
に
仕
へ

、
安
政
七
年
三
且

明
倫
泣
勾
問
削
を
命
ぜ
ら
れ
、
'X
久
三
年
十
且
訓
抑
制

に
准
み
、
次
い
で
四
年
J
I

二
且
助
教
加
人
と
な
り
、

明
治
二
年
四
且
三
等
iX
県
教
仰
を
命
ぜ
ら
れ
、
三
年

七
且
抱
註

m
M凶川小敬
附
を
栄
町
め
し
た
が
、
十
周
判
じ

て
前
刷
利
制
の
侍
的

ι
な
り
、
む
般
の
後

χ
刊仙
川小校

に
敬
械
を
執
り
泌
取
を
授
け
た
。
弘
最
も
お
文
を
小
ば

く
し、

剣
給
弓山内
皆
常
に
人
っ
た。

明
治
三
十
七
年

三
Hn
夜
、
年
七
十
一
。

お
す
所
文
鈎
が
あ
る
。

ヤ
マ
ギ
シ
サ
ン
ジ
ユ
ウ
ロ
ウ
山
岸
=
一
十
郎

金

相仰の
町
人
平
野
屋=一
代
牢
助
の
子
。
前
川
利
市
の
時

小
々
腕
と
し
て
召
出
さ
れ
、
融
=
一
刊
行
を
受
け
、
次

い
で
二
百
石
を
加
盟
し
、
堂
形
米
奉
行
に
任
じ
、
利

治
の
小
松
限
伎
に
随
ひ
、
殴
安
三
年
十
万
残
し
た
。

子
孫
附
々
滞
に
仕

へ
る
。

ヤ
マ
ギ
シ
シ
ン
ザ
エ
モ
ン
山
岸
新
左
衛
門
』

ウ
ハ
ギ
イ
へ
ミ
ツ
上
木
家
光
。

ヤ
マ
ギ
シ
ナ
ガ
ヒ
サ
山
岸
長
田
町
泊
総
統
左
衛

門
。
初
め
御
陪
削
方
御
歩
で
、
一川
文
四
年
新
稀
と
な

り
、
天
明
五
年
新
知
百
石
を
得
て
組
外
に
列
し
た
。

子
一政
相
綜
い
で

1W
に
仕
へ
る
。

ヤ
マ
ギ
シ
ノ
シ
ン
シ
ロ
ウ
山
燥
の
新
四
郎

も

と
碗
技
部
水
牧
村
の
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
明
川
町
元
年

初
め
て
臥
主
制
山
停
に
移
。
、
・1
村
の
臓
を
府
中
じ
、

改
作
の
都
に
能
力
し
た
。
依
っ
て
立
文
一
見
年
待
問
の

門
九
反
百
六
十
歩
を
扶
持
せ
ら
れ
た
。
七
年
一
一
月
夜

俊
二
代
新
四
郎
之
を
裂
い
だ
。

ヤ
マ
グ
チ
力
ツ
サ
ト

山
口
一

巻

活
税
制
叫
太
夫
・

小
左
衛
門
。
初
め
百
五
」寸石
を
受
け
、
御
近
制
同
番
と

な
り
、
元
文
元
年
定
帯
御
棒
聞
に
踏
ん
で
百
石
を
加

へ
、
目
保
三
年
残
し
た
。

ヤ
マ
グ
チ
ガ
ハ
山
口
川

臨
応
部
武
部
筒
親
ぷ
廿

か
ら
流
出
し
、
二，

g
領
で
二
，
宮
川
に
訴
合
ふ
。
流

棋
四
粁
前
。

ヤ
マ
グ
テ
カ
マ
ヤ
山
口
釜
屋

能
築
制
板
旅
郷

に
開削
す
る
郁
古川
。
元
副
肺
の
援
物
帳
に
、『
山
口
鐙
屋
村

二
粁
、
抵
銭
役
刊
酎
}
乱
拾
問
匁
』
と
あ
る
。

ヤ
マ
グ
チ
キ
山
口
記
二
加。

慶
長
五
年
八
且

附

m利
以
が
、
山
口
宗
永
を
大
型
寺
城
に
攻
め
て
亡

ヤ
マ
ギ
シ
モ
ト

ミ

チ

山
岸
本
諮

沼
群
七
郎
兵

衛
。
三
十
郎
の
次
子
で
、配
分
知
百
五
十
石
を
受
け
、

手
保
七
年
御
預
地
方
御
用
と
な
り
、
十
一
年
百
石
を

加
へ
、
立
保
二
年
制
外
諮
顕
に
准
み
、
流
府
二
年
十

二
月
刊
四
日
七
J1
三
政
を

U
て
波
し
た
。

ヤ
マ
ギ
シ
ユ
キ
ウ
ヂ
山
岸
之
氏

週
明
桝
字
右
衛

門
。
元
文
武
年
新
議
と
な
り
、
天
明
五
年
新
知
百
石

を
党
け
、
組
外
に
斑
し
、
平
和
元
年
間問。

子
孫
相
綴

い
で
務
に
仕
へ
る
。

ヤ
マ
キ
h
M

山
北

河
北
郡
笠
川
町
制
加
の
北

ハ部
前

名
〉
は
、
明
治
に
至
っ
て
山
北
と
改
抑
制
し
た
。

ヤ
マ
グ
チ
山
口

四
十
"加
山
川
郷
に
邸
す
る
部

山
市
。
明
治
巾
一
=
…
山
・
務
一
山
谷
・木
位
と
合
併
し
て
山
間

と
椴
し
た
。

ヤ
マ
グ
チ

山
口

珠
訓
郡
時
長
の
内
の
小
手
。

ヤ
マ
グ
チ
カ
ズ
サ
ダ
山
口
一

貞
泊
聴
六
郎
左

街
門
。
犯
保
三
年
養
父
源
太
夫
一
往
の
治
知
一一
百
五

十
行
を
尖
け
、
前
川
市一
恨
の
御
抱
守
か
ら
延
平
四
年

奥
小
将
杭
目
と
な
っ
て
七
十
石
を
明
し
、
間以府
七
年

組
外
諮
問
よ
り
大
組
問
に
制
点
。
、
安
永
三
年
記
ぜ
ら

しヒ
。

j
j
 

ぼ
し
た
始
末
を
を
自
い
た
も
の
で
あ
る
。
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
永
は
努
秋
の
緋
封
の
後
そ

ヤ
マ
グ
チ
ジ
ロ
ザ
エ
モ
ン
山
口
次

郎

左

衛

門

こ

を

領
し
た
も
の

と
忠
は
れ
る
。

五
年
宗
一
氷
石
川
三

前
出
利
家
に
仕
へ
て
四
百
石
を
領
し
た
o
子
孫
滞
に

一
成
に
諒
し
て
、
前
間
利
長
に
抗
し
た
仲
品
、
八
万
三
日

品川
製
す
る
o

一
利
長
の
攻
闘
を
受
け
、
迭
に
自
M
A
し
た
。
後
そ
の
持

ヤ
マ
グ
チ
ト
モ
サ
ダ
山
口
知
貞

大
型
守
山
市
士
。
一
犯
所
全
日
寺
で
は
、
話
し
て
大
部
院
吹
毛
機
銃
居
士

通
群
牢
年
・育
太
夫
。
食
倖
六
十
有
o
n
M
g
を
河
島
儲

一
と
い
ひ
、
努
mM
の
建
て
た
京
都
誠
心
院
で
は
、
松
一苅

矩
に
問
中
ぴ
、
滞
札
手
形
元
締
役
等
に
任
じ
、
明
治
三

一
路
珍
山
宗
永
大
居
士
と
訟
し
た
。

年
四
且
十
一
日
八
十
一

践
を
以
て
授
。
そ
の
訴
法
の

一

ヤ
マ
グ
チ
ム
ネ
ナ
ガ
ノ
ク
ビ
ヅ
カ
山
口
宗
永
の

係
省
は
之
を
高
弟
坪
川
治
泊
に
授
け
た
o

一
首
塚

江
泊
術
大
山
町
寺
な
る

新
町
の

西
側
に
在
つ

ヤ
マ
グ
チ
ナ
ガ
ヒ
ロ
山
口
修
弘

泌
総
右
京
売
。

一
て、

今
村
民
有
地
に
凪
し
、
前
そ
の
舗
を
存
し
て
医

大
型
寺
城
主
玄
詐
宗
永
の
子
。

医
長
五
年
六
且
=
一
日

一
る
o
文
宗
永
の
子
修
弘
の
荷
坂
口
同
町
東
側
に
在
つ

附
田
利
長
の
掲
に
城
を
陥
れ
ら
れ
た
時
、
修
弘
は
山

一
た
。
明
治
官
一
目
立
叩
そ
の
土
石
を
全
国
守
に
移
し
、
仰

附
長
徳
の
巨
木
崎
長
左
衛
門
の
お
に
蹴
せ
ら
れ
た
o

一
を
立
て
L
父
子
の
磁
を
記
っ
た
。

後
そ
の
拝
鉛
腕
全
昌
寺
で
は
英
資
院
恭
地
良
雌
大
町

一

ヤ
マ
グ
チ
ヤ
ゴ

ヘ
エ
山
口
一問
五
兵
衛
天
正
」
l

士
と
諮
し、

組
父
山
口
甚
助
努
景
の
建
て
た
京
都
誠

一
一年
前
閃
利
長
に
仕
へ
て
二
百
訂
十
石
を
領
し
た
。

心
院
で
は
、
吸
江
院
玄
限
宗
船
大
尉
士
と
い
っ
た
。

一
そ
の
子
捕
一出兵
衛
也
知
を
桜
ぎ
、
去
に
百
五
十
石
を

ヤ
マ
グ
チ
ノ
ブ
ト
シ
山
口
信
逸

迩
抑
制
粂
之
助
・
一
明
し
、
松
儲
院
附
御
用
人

・
御
先
筒
卯
に
雌
任
し
、

左
脂
・新
縦
・清
太
夫
。
明
和
五
年
父
久
一
仇
郎
の
泊
知

一
点
字
元
年
間
担
。
子
孫
滞
に
川
製
す
る。

三
の
一
を
受
け
、
後
本
知
二
百
況
十
石
に
復
し
、
純

一

ヤ
マ
グ
チ
リ
ン
山
口
一
幌

大
型
寺
務
士
。

泊
糾

外
・大
小
将
・表
小
府
に
隠
任
し
、
開
地
政
二
年
五
十
石

一
定
右
衛
門

・
右
内
、
後
に
時
と
椛
し
、
梅
川
と
統
し

を
加
へ
、
七
年
表
小
将
柿
同
よ
り
次
第
に
界
准
し
て

一
た
。
吉
太
夫
知
点
の
子
で
、
山
位
二
年
そ
の
後
を
綴

定
番
一関
加
に
主
り
、
文
化
七
年
二
百
布
、
文
政
十
二

一
ぎ
、
何M
m
引
を
す
〈
に
笥
ひ
、
抗
を
小
原
文
引
先
に
尽
び
、

年
百
五
イ
石
を
加
へ
、
天
保
五
年
致
仕
し
て
料
ご
一白
一
叉
京
に
往
い
て
浦
上
春
琴
に
従
お
し
た
。
明
治
十
二

石
を
受
け
、
十
年
残
し
た
o

一
三
年
の
頃
七
十
段
許
で
裂
。

ヤ
マ
グ
チ
ヒ
ツ
キ
山
口
筆
記
一
郎
。

浅
井
畷
一

ヤ
マ
コ
レ
キ
ヨ
山
是
清

引
っ
リ
鳳
主
部
阿

合
戦
の
始
末
を
述
べ
た
も
の
o
隆
宏
四
年
二
且
山
口

一
山帰
郷
に
闘
す
る
部
町市O
W
品
文
八
年
白
山
山
泌
が
悲
附

彦
太
郎
の
鉱
担
で
あ
る
と
い
ふ
。

一
僚
と
な
っ
た
時
、
隠
添

・
翻
戸
か
ら
そ
の
地
に
川
作

ヤ
マ
グ
チ
ム
ネ
ナ
ガ
山
口
宗
一
北
山
城
綴
町田
刑判

一
し
て
ゐ
た
者
が
、
加
到
滞
の
領
民
た

h
ん
こ
と
を
飲

宇
治

m阪
の
城
主
山
口
甚
助
努
景
の
子
で
あ
る
と
い

一
限
し
だ。

凶
っ
て
山
是
前
百
十
二
石
の
地
に
住
民
な

ひ
、
小
早
川
秀
秩
の
老
臣
で
あ
っ
た
。
岱
説
に
臨
長

一
〈
、
附
近
七
，村
の

出
作
所
と
な
っ
て
ゐ
た
の
を
引

ご
年
宗
永
は
裕
口
秀
勝
の
後
を
受
け
て
、
加
到
江
沼

一
揚
げ
、
七
十
入
石
を
抱
一部の
刊
姓

H
二
制
九
十

一
入

郡
の
領
主
と
な
っ
た
と
す
る
が
、
岡
部
は
院
長
三
年

一
に
、
三
寸
四
石
を
制
限
戸
の
百
姓
十
判
三
十
九
人
に
典

夏
か
ら
四
年
二
且
に
主
る
ま
で
、
努
秋
の
所
領
で
あ

一へ

て
一
村
を
創
立
せ
し
め
た
o
銀
守
白
山
枇
は
こ
の

八
六
八


